
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 令和８年４月１日以降にエアコンを買換え購入し、省エネ家電製品買換え促進 

助成金（環境課所管）の交付決定を受けていること 

(2) 市内に居住し、筑西市に住民登録があること 

(3) 65 歳以上の高齢者のみで構成される世帯 

 ※令和８年度中に６５歳になる場合は対象になります。 

(4) 世帯の全員が市税を滞納していないこと 

※世帯分離していても、65 歳未満の人と同居されている場合は対象外となります。 

 

 

令和 8 年 6 月 15 日（月）～令和 9 年 2 月 26 日（金） 

※郵送の場合は申請期限内必着 

※申込みが予算枠に達した時点で受付終了します。 

 

 

 

一律 ３万円  ※１世帯あたり１回限り 

 

 

 

①高齢者世帯エアコン買換購入費助成金交付申請書兼請求書（市指定様式） 

※申請者は省エネ家電製品買換え促進助成金の交付決定を受けた本人に限ります。 

②誓約書兼同意書 

③省エネ家電製品買換え促進助成金交付決定通知書の写し 

④助成金振込先の口座が確認できる通帳等の写し 

※振込先の口座は申請者名義の口座に限ります。 

 

 

 

高齢福祉課（本庁舎 2 階 2 番窓口）又は郵送にて受付 

  電話 22-0526 

■助成対象者（次に掲げる条件をすべて満たす世帯） 

■申請期間 

■助成額 

■申請時必要書類 

■申請・問合せ先 


